
公 示 書

国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所において、自動販売機（飲料）の営業を希望

する業者の公募を次のとおり公示します。

平成２４年６月１日

国土交通省北陸地方整備局

湯沢砂防事務所長 綱川 浩章

１ 対象業務

国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所において自動販売機（飲料）の営業を希望

する者

２ 対象施設

国土交通省北陸地方整備局湯沢砂防事務所

所 在 地 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３

電 話 ０２５－７８４－２２６３

自動販売機（飲料）の使用面積 別紙施設概要のとおり

３ 申請内容個別説明

公示後、自動販売機（飲料）の営業を希望する方は、申請書等についての個別説明を

平成２４年６月２１日（木）の ９：００～１６：００、湯沢砂防事務所総務課（０２

５－７８４－２２６３）において行いますので、電話連絡の上、必ずご出席ください。

個別説明に出席されなかった方については、申請への参加は認められません。

４ 営業の条件等

別紙のとおり

５ 提出書類

（１）湯沢砂防事務所自動販売機（飲料）営業申請書

（２）添付書類

① 会社概要（個人の方は市販の履歴書も添付）

② 過去３年間の社会的信用失墜行為の有無

③ 店舗別営業開始日一覧表

④ 過去３年間の保健所からの指導事項及び改善措置状況
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⑤ 経営規模等調査票

⑥ 過去３年分の法人税（法人の場合）、所得税（個人の場合）、消費税及び

地方消費税に係る納税証明書（その３）

⑦ 法人の場合→商業登記簿謄本、個人の場合→身分証明書（市町村発行）

⑧ 直近３年分の決算書 法人の場合→賃借対照表、損益計算書、利益処分書

個人の場合→決算等財務状態が確認できる書類

⑨ 提案書（Ａ４判両面５枚以内）

＊ なお、詳細については個別説明時に行う。

６ 申請書受付

受付期間 ：平成２４年７月１２日（木）から７月１３日（金）

受付時間 ：平日の９時～１６時

場 所 ：新潟県南魚沼郡湯沢町神立２３ 湯沢砂防事務所 総務課 総務係

７ 営業業者の決定方法

企画内容及び経営実績等を総合的に審査の上、営業業者の可否を決定します。

照 会 先 ：新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立２３

湯沢砂防事務所 総務課 総務係

電話０２５－７８４－２２６３ 内線２１３
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施 設 概 要

湯沢砂防事務所自動販売機（飲料）

庁舎利用者数 約３０名（その他来庁者あり）

自販機の設置場所 事務所庁舎２階（別紙図面のとおり）

自販機の使用面積 １．４㎡程度

電力 １００Ｖ

【事務所設置場所 平面図】
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4-2 営業条件.xls

【施設共通】
項 目 営 業 条 件

施設の目的
湯沢砂防事務所の職員及び来庁者の利便に資することを目的とし、職員の福利厚生

の増進のため、良質で低廉な物資の供給とサービスの提供のための施設である。

営業開始予定日 平成２４年１０月１日

営業日 「行政機関の休日に関する法律」第１条に規定する日を除く毎日とする。

衛生管理等 衛生管理及び安全管理は、委託業者において全責任を負うものとする。

契約期間 契約の期間は１年間とするが、５年に限り更新ができるものとする。

報告事項等 契約書（案）による。（申請書関係説明資料に添付する。）

販売価格 市場価格以下を基準とする。

庁舎への出入り等 庁舎管理規則に従うものとする。
その他 国有財産使用料は6ヶ月6,570円/㎡程度を予定しており、別途国有財産の使用許可

の手続きを取るものとする。
電気料については応分の負担が必要となるため、営業業者負担により販売機毎に電

気メータを設置すること。

【自動販売機（飲料）】

項 目 営 業 条 件

ｻｰﾋﾞｽ方法 自動販売機による販売とする。

販売品目 清涼飲料水、お茶、コーヒー等各種バランス良くていきょうすること。

備品類 自動販売機等その他運営上必要な備品類については、営業業者が用意すること。

備品類の修理及び更新等は、営業業者において行うものとする。

消耗品類 自動販売機等その他運営上必要な消耗品類については、営業業者が用意すること。

その他 自動販売機は省エネルギー（節電）対応の機器とし、また、地震時に備え転倒防止装
置を講ずること。
上記条件に記載のない項目については、別途協議する。

営業条件に係る補足説明事項

⑦ 契約期限は１年とし、期限経過後は１年ごとに最大５年まで契約の更新ができるものとするが期限経過後は

営 業 条 件

① 自動販売機経営は職員及び来庁者の利便に資する目的をもって行うこと。
② 営業に当たっては食品衛生法等の法令及び規則を遵守すること。
③ 営業内容の第三者への譲渡又は請負を禁止する。
④ 事業設備の第三者への貸与及び許可した業種以外の利用は禁止する。

⑧ 営業条件に定めのない事項に関しては、必要に応じて協議する。

⑤ 設備及び物品の善良なる管理者の注意義務をもって管理すること。
⑥ 品質、分量、規格及び価額については職員及び来庁者等の利用しやすいものにすること。

速やかに施設等の現状回復を行うこと。


